[bookmark: _GoBack]　　　　　性暴力被害者支援センター・神戸　会則　
（名称）
第1条 この会は、「性暴力被害者支援センター・神戸」と称する。
（事務所）
第2条 この会は、事務所を兵庫県内に置く。
（目的）
第3条 この会は、性暴力被害にあった人へよりよい支援を提供するとともに、誰もが安心して暮らすことのできる性暴力のない社会をつくることを目的とする
（活動・事業）
第4条 この会は前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
（１）性暴力被害者に必要な緊急支援を被害直後からおこなう。
（２）緊急対応後、一人一人の状況やニーズに合わせて支援をコーデイネートし、ネットワークを通じ関係機関につなぐ。
（３）性暴力被害者が社会から孤立しないよう交流の場をもうける。
（４）性暴力を予防するための性教育や講演などの啓発活動をおこなう。
（会員）
第5条　この会の会員は次の２種とする。
（１）正会員　この会の目的に賛同し入会した個人。
（２）賛助会員　この会の目的に賛同し、活動を賛助するために入会した個人及び団体。
（会費）
第6条 会員は運営委員会で定める会費を納入しなければならない。
（会員資格の喪失）
第7条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
（1） 退会届を提出したとき。
（2） 継続して1年以上会費を滞納したとき。
（3） 本人が死亡したとき。または賛助会員である団体が消滅したとき。
（4） この会則に反したとき、またこの会の名誉を著しく傷つけ、目的に反する行為をしたとき。
（運営委員）
第8条 この会に次の運営委員をおく。
（1） 運営委員は正会員からなり、3人以上15人以内とする。
（２）運営委員のうち、１人を代表とし、１人を副代表とする。
（３）運営委員は月1回以上の会議に出席し、運営に関われるもので、総会で承認された者とする。
（４）運営委員の任期は１年とする。ただし、再任を防げない。
（総会）
第9条 この会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし必要があるときは臨時に開催できるものとする。
２　総会は正会員の過半数の出席がなければ、開会することはできない。
（事業年度）
第10条 　この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
（変更）
第11条 　この会則は、総会において、総会に出席した正会員者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
(細則)
第12条 　この会則の施行について必要な細則は、運営委員会において、運営委員の３分の２以上の承認で別途定める。



附則
１　この会則は平成25年4月1日から施行する。




















